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所得税及び復興特別所得税
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令和5年 3月 15日 (水)

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

(個 人 事 業 者 )

令和5年 3月 31日 (金)
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(住 反不動産新宿セントラルバークビル)

【受付】午前8時 30分～午後4時

【相談】午前9時 15分開始

〇 中野税務署では申告書の作成・相談は行つておりません。ただし、還付申告をされる方については、

上記開設期間の前でも、中野税務署で相談を受け付けます。

○ 会場では、当日の「入場整理券」を配付します。

また、LINEによる事前発行を行います。入場整理券の配付

状況に応じて早めに締め切る場合があります。

:〒:164-8566 
中里予区中野 4-9-15 TEL03(3387)8111(代表 )

※ お電話は、自動音声に従つてご用件の番号を選択してください。

LINEで事前発行

LINEアプリで国税

庁の公式 LINEア

カウントを反だち

追加してください

反だち追加は

こちらから !

財
事業経営者・不動産オーナーの皆様ヘ

○インボイスを発行するためには事前に登録申請が必要です。登録申請は、くF〕不□5年 3月 31日 ま で 。 お早めに !

○インポイス制度のお問い合わせはこちら。0120-205-553(9:00～ 17:00 土日を除く)

【問合せ先】中野税務署

と会場が異なります申 告 書 作 成 会 場

令和4年分の申告期限及び納期限
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